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（
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

消
費
者
安
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
四
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
生
命
又
は
身
体
の
被
害
に
係
る
消
費
者
事
故
等
の
原
因
を
究
明
し
、
そ
の
再
発
又
は
拡
大
の
防
止
を
図
る
た

め
、
消
費
者
庁
に
消
費
者
安
全
調
査
委
員
会
を
設
置
し
、
生
命
又
は
身
体
の
被
害
に
係
る
消
費
者
事
故
等
の
原
因
に
つ
い
て
の

調
査
等
を
行
う
た
め
に
必
要
な
権
限
等
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
消
費
者
の
財
産
に
対
す
る
重
大
な
被
害
の
発
生
又
は
拡

、

、

大
の
防
止
を
図
る
た
め

内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
事
業
者
に
対
す
る
勧
告
等
の
措
置
に
つ
い
て
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
生
命
又
は
身
体
の
被
害
に
係
る
消
費
者
事
故
等
の
調
査

１

消
費
者
庁
に
、
消
費
者
安
全
調
査
委
員
会
（
以
下
「
調
査
委
員
会
」
と
い
う

）
を
置
く
。
調
査
委
員
会
は
、
次
に
掲

。

げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

イ

生
命
身
体
事
故
等
（
運
輸
安
全
委
員
会
の
調
査
対
象
で
あ
る
航
空
事
故
等
、
鉄
道
事
故
等
及
び
船
舶
事
故
等
を
除

く

）
の
原
因
及
び
生
命
身
体
事
故
等
に
よ
る
被
害
の
原
因
を
究
明
す
る
た
め
の
調
査
を
行
う
こ
と
。

。

ロ

他
の
行
政
機
関
（
運
輸
安
全
委
員
会
を
除
く

）
又
は
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
生
命
身
体
事
故
等
に
つ
い
て
の
調
査

。
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又
は
検
査
の
結
果
の
評
価
を
行
う
こ
と
。

ハ

イ
又
は
ロ
（
以
下
「
事
故
等
原
因
調
査
等
」
と
い
う

）
の
結
果
に
基
づ
き
、
生
命
身
体
事
故
等
に
よ
る
被
害
の
拡

。

大
又
は
当
該
生
命
身
体
事
故
等
と
同
種
若
し
く
は
類
似
の
生
命
身
体
事
故
等
の
発
生
の
防
止
の
た
め
講
ず
べ
き
施
策
又

は
措
置
に
つ
い
て
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
勧
告
す
る
こ
と
。

ニ

生
命
身
体
事
故
等
に
よ
る
被
害
の
拡
大
又
は
当
該
生
命
身
体
事
故
等
と
同
種
若
し
く
は
類
似
の
生
命
身
体
事
故
等
の

発
生
の
防
止
の
た
め
講
ず
べ
き
施
策
又
は
措
置
に
つ
い
て
内
閣
総
理
大
臣
又
は
関
係
行
政
機
関
の
長
に
意
見
を
述
べ
る

こ
と
。

ホ

イ
か
ら
ニ
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
基
礎
的
な
調
査
及
び
研
究
を
行
う
こ
と
。

２

調
査
委
員
会
は
、
委
員
七
人
以
内
で
組
織
す
る
。
委
員
は
任
期
二
年
、
非
常
勤
と
し
、
調
査
委
員
会
の
所
掌
事
務
の
遂

行
に
つ
き
科
学
的
か
つ
公
正
な
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す

る
。
委
員
は
、
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
う
。

、

、

。

３

調
査
委
員
会
は

１
の
イ
の
調
査
を
行
う
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て

立
入
検
査
等
の
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

４

何
人
も
、
生
命
身
体
被
害
の
発
生
又
は
拡
大
の
防
止
を
図
る
た
め
に
事
故
等
原
因
調
査
等
が
必
要
で
あ
る
と
思
料
す
る
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と
き
は
、
調
査
委
員
会
に
対
し
、
そ
の
旨
を
申
し
出
て
、
事
故
等
原
因
調
査
等
を
行
う
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
調

査
委
員
会
は
、
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
検
討
の
上
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
故
等
原
因
調
査
等
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

調
査
委
員
会
は
、
事
故
等
原
因
調
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
被
害
者
及
び
そ
の
家
族
又
は
遺
族
の
心
情
に
十
分
配

慮
し
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
当
該
事
故
等
原
因
調
査
等
に
関
す
る
情
報
を
、
適
時
に
、
か
つ
、
適
切
な
方
法
で
提
供
す

る
も
の
と
す
る
。

二
、
重
大
な
財
産
被
害
に
係
る
措
置
等

１

取
引
の
分
野
に
つ
い
て
の
消
費
者
事
故
等
の
う
ち
、
消
費
者
の
財
産
上
の
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
と
な
る
不
当
な
取
引

で
あ
っ
て
、
事
業
者
が
示
す
内
容
が
実
際
の
も
の
と
著
し
く
異
な
る
取
引
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
多
数
の
消
費
者

の
財
産
に
被
害
を
生
じ
、
又
は
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
を
「
多
数
消
費
者
財
産
被
害
事
態
」
と
定
義
す
る
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
消
費
者
事
故
等
の
発
生
に
関
す
る
情
報
を
得
た
場
合
に
お
い
て
、
消
費
者
被
害
の
発
生
又
は
拡
大

の
防
止
を
図
る
た
め
に
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
等
に
対
し
、
消
費
者
被
害
の
発
生
又
は
拡

大
の
防
止
に
資
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
多
数
消
費
者
財
産
被
害
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
多
数
消
費
者
財
産
被
害
事
態
に
よ
る

被
害
の
発
生
又
は
拡
大
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
多
数
消
費
者
財
産
被
害
事
態
を
発

生
さ
せ
た
事
業
者
に
対
し
、
消
費
者
の
財
産
上
の
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
と
な
る
不
当
な
取
引
の
取
り
や
め
そ
の
他
の
必

要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
業
者
が
正
当
な
理
由
な
く
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ

た
場
合
は
、
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
施
行
期
日
等

１

一
の
改
正
規
定
は
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
、
二
の
改
正
規
定
は
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
重
大
事
故
に
関
し
被
害
者
等
か
ら
一
の
４
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
事
故
等
原

因
調
査
等
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
そ
の
理
由
を
通
知
す
る
こ
と
、
事
故
等
原
因
調
査
等
の
申
出
を
し
た
こ
と
を
理
由

と
す
る
不
利
益
取
扱
い
を
禁
止
す
る
こ
と
、
附
則
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
発
生
し
た
生
命
身
体
事
故
等
も
事
故
等

原
因
調
査
等
の
対
象
と
な
る
旨
を
明
記
す
る
こ
と
を
主
な
内
容
と
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


